
１ 児童相談所の機能と役割

児童相談所は、市町村と適切な協働・連携・役割分担を図りつつ、子どもに関する家庭

その他からの相談に応じ、子どもが有する問題又は子どもの真のニ－ズ、子どもの置かれ

た環境の状況等を的確に捉え、個々の子どもや家庭に適切な援助を行い、もって子どもの

福祉を図るとともに、その権利を擁護することを主たる役割とし、以下の機能を有する。

（１） 基本的機能

ア 市町村援助機能

市町村による児童家庭相談への対応について、市町村相互間の連絡調整、市町村に対

する情報の提供その他必要な援助を行う機能（法第 12 条第２項）

イ 相談機能

子どもに関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするも

のについて、必要に応じて子どもの家庭、地域状況、生活歴や発達、性格、行動等に

ついて専門的な角度から総合的に調査、診断、判定（総合診断）し、それに基づいて

援助指針（援助方針）を定め、自ら又は関係機関等を活用し一貫し子どもの援助を行

う機能（法第 12条第２項）

ウ 一時保護機能

必要に応じて子どもを家庭から離して一時保護する機能（法第 12 条第２項、第 12 条

の４、第 33条）

エ 措置機能

子ども又はその保護者を児童相談所その他の関係機関若しくは関係団体の事業所若

しくは事務所に通わせ当該事業所若しくは事務所において、又は当該子ども若しくは

その保護者の住所若しくは居所において、児童福祉司、児童委員（主任児童委員を含

む。以下同じ。）、市町村、児童家庭支援センター等に指導させ、又は子どもを小規模

住居型児童養育事業を行う者若しくは里親（以下「里親等」という。）に委託し、又は

児童福祉施設若しくは指定発達支援医療機関（以下「児童福祉施設等」という。）に入

所させ、若しくは委託する等の機能（法第 26 条、第 27条（第 32 条による都道府県知

事（指定都市又は児童相談所設置市の市長を含む。) の権限の委任）

（２） 民法上の権限

親権者の親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失（親権喪失等）の審判の請求又はこ

れらの審判取消しの請求並びに未成年後見人選任及び解任の請求を家庭裁判所に対して

行うことができる。（法第 33 条の７、第 33 条の８第１項、第 33条の９）

＜厚生労働省通知『児童相談所運営指針』より抜粋＞


